
　
　
き
く
「
保
育
料
の
あ
り
方
」
「
保

　
　
育
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
」
「
保

育
施
設
の
あ
り
方
」
の
３
テ
ー
マ
に

分
け
て
検
討
を
進
め
ま
し
た
。

　
保
育
料
の
見
直
し
は
平
成
18
年
の

町
村
合
併
時
に
統
一
を
図
っ
て
い
ま

す
が
、
基
本
的
に
は
平
成
11
年
以
来

改
定
が
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。（
へ
き

地
保
育
所
は
平
成
15
年
に
改
定
）

１
．
所
得
階
層
ご
と
の
国
基
準
と
の

不
均
衡

　
現
行
の
保
育
料
は
国
基
準
に
沿
い

７
階
層
及
び
２
年
齢
区
分
で
設
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
国
基
準
と
比
較
す
る

と
各
所
得
階
層
で
43
％
か
ら
89
％
と

ば
ら
つ
き
が
大
き
く
、
不
公
平
感
が

強
い
体
系
と
な
っ
て
い
ま
す
。

■
方
針
　
各
所
得
階
層
で
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
負
担
比
率
に
調
整
す
る
べ

き
で
す
。

２
．
所
得
階
層
内
の
格
差

　
各
所
得
階
層
内
に
お
け
る
下
限
と

上
限
の
所
得
な
ど
の
差
が
大
き
く
、

不
公
平
感
が
強
く
な
っ
て
い
ま
す
。

■
方
針
　
各
所
得
階
層
を
さ
ら
に
細

分
化
す
べ
き
で
す
。

検
討
内
容
及
び
方
向
性

保
育
料
の
あ
り
方
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各月初日の在籍措置児童の属する世帯 在籍者の現状 洞爺湖町常設保育料 国基準から見た洞爺
湖町の保育料割合H21国保育料基準

階層区分

第１階層

第２階層

第３階層

第４階層

第５階層

第６階層

第７階層

生活保護法による
被 保 護 世 帯

定 義

第1階層及び第４～
第７階層を除き、前
年度の市町村民税の
額の区分が次の区分
に該当する世帯

1階層を除き、前年分
の所得税課税世帯で
あって、その所得税
の額の区分が次の区
分に該当する世帯

市町村民税
非課税世帯

市町村民税
課税世帯

40,000円
未満

40,000円以上
103,000円未満

103,000円以上
413,000円未満

413,000円
以上

３歳未満児

人

３歳以上児

人

３歳未満児

人

３歳以上児

人

３歳未満児

人

３歳以上児

人

３歳未満児

人

３歳以上児

人

1

7(4)

15

7

4

5

1

4

16(11)

30(6)

29

23

17

2

0

9,000

19,500

30,000

44,500

61,000

80,000

0

6,000

16,500

27,000

41,500

58,000

77,000

0

7,000

12,700

26,900

37,900

43,700

51,500

0

5,000

9,600

23,600

30,800

32,600

33,600

0

77％

65％

89％

85％

71％

64％

0

83％

58％

87％

74％

56％

43％

■洞爺湖町保育料と国の保育料基準額の比較表

■洞爺湖町保育料と国の保育料基準額の割合表（月額）
※上記在籍者の状況については、兄弟・姉妹入所による多子軽減人数（基準保育料1/2、1/10）を含む。

区 分           

３ 歳 未 満 児

３ 歳 以 上 児

合 計

在籍者の状況(人)

40

121

161

国の保育料基準額(円)

803,500

3,211,250

4,014,750

洞爺湖町の常設保育料(円)

603,650

2,196,200

2,799,850

保育料割合

75％

68％

69％

洞爺湖町保育料等
検 討 委 員 会


